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新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

(

教
務
主
任
等)

(

教
務
主
任
等)

第
十
二
条
の
二

学
校
に
は
、
教
務
主
任(

専
攻
科
に
置
く
も
の
を
含
む
。)

、

第
十
二
条
の
二

学
校
に
は
、
教
務
主
任(

専
攻
科
に
置
く
も
の
を
含
む
。)

、

学
年
主
任
、
保
健
主
事
、
生
徒
指
導
主
事
、
進
路
指
導
主
事
、
司
書
教
諭
、

学
年
主
任
、
保
健
主
事
、
生
徒
指
導
主
事
、
進
路
指
導
主
事
、
司
書
教
諭
、

研
究
主
任
（
中
学
校
に
限
る
。
）
、
総
務
主
任(

高
等
学
校
に
限
る
。)

、
自

総
務
主
任(

高
等
学
校
に
限
る
。)

、
自
立
活
動
主
任(

特
殊
教
育
学
校
に
限

立
活
動
主
任(
特
殊
教
育
学
校
に
限
る
。)

、
寮
務
主
任(

寄
宿
舎
を
設
置
す

る
。)

、
寮
務
主
任(

寄
宿
舎
を
設
置
す
る
学
校
に
限
る
。)

及
び
舎
監(

寄
宿

る
学
校
に
限
る
。)
及
び
舎
監(

寄
宿
舎
を
設
置
す
る
学
校
に
限
る
。)

(

以
下

舎
を
設
置
す
る
学
校
に
限
る
。)

(

以
下
「
教
務
主
任
等
」
と
い
う
。)

を
置

「
教
務
主
任
等
」
と
い
う
。)

を
置
く
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
学
校
に
つ

く
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
〜
７

略

２
〜
７

略

８

司
書
教
諭
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
の
専
門
的
職
務
を
つ

８

司
書
教
諭
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
の
専
門
的
職
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

９

研
究
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
学
習
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か

さ
ど
り
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。

総
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
総
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連

９

総
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
総
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連

10
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

自
立
活
動
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
自
立
活
動
に
関
す
る
事
項
を

自
立
活
動
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
自
立
活
動
に
関
す
る
事
項
を

11

10

つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た

つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た

る
。

る
。

寮
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寮
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連

寮
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寮
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連

12

11

絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

舎
監
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寄
宿
舎
の
管
理
及
び
寄
宿
舎
に
お
け
る

舎
監
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寄
宿
舎
の
管
理
及
び
寄
宿
舎
に
お
け
る

13

12

児
童
、
生
徒
の
教
育
に
当
た
る
。

児
童
、
生
徒
の
教
育
に
当
た
る
。


